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平成 24 年 2 月 22 日  

 

これからの内装仕上げを考える  

 

                         NPO 法人湿式仕上技術センター理事長  

           技 術 士  小  俣  一  夫 

 

近年 、住宅展示場の風景に変化が見 られる。かつて全盛を極めた外壁のサ

イディングがラスモルタルに変 り、内装のクロス壁が塗 り壁に変っている。この方が

来場者の人気が高いというのである。乾 式工法のサイディングやクロス壁 よりも、

湿式工法のラスモルタルや内装塗 り仕上げの方が快 く感 じ、入場者数が多 くな

るというのである。ユーザー（特に女性 ）が感性性能に目覚めた結果である。しか

し、まだ市場は圧倒的に乾式工法の世界である。ここで、住宅の内外装がどうし

てこのように乾式工法一点張 りになってしまったのか、戦後のわが国の住宅建築

の変遷を振 り返ってみよう。  

わが国住宅工法の変遷  

戦後 410 万戸に及ぶ住宅不足を解消すべく、掘建小屋 、バラック建築から

簡易住宅 、量産住宅 、工業化住宅へと、効率 、経済性のみが追求され、このた

めひたすら乾式工法が追求され、外壁はラスモルタルに代わって工場製の乾式

サイディングとなり、内装 もいくつかの変遷ののち結局現在のせっこうボードの上

に直接ビニルクロス張 りとする工法になってしまった。  

その後時代は戦後の混乱期を脱し、高度成長期 となり、この頃に急成長した

新建材と総称 された建築材料は合成樹脂系材料であった。その寸法精度は高

く、物理的性能も十分で、その点では申し分のないものであったが、これがキチッ

と納 まりすぎて、遊びがない、どこか冷たい印象が強 く、風雅や豊かさを感 じさせ

ない、ゆとりもないと感 じられるところが多 く、健康に対する配慮や、暖かさ、ぬくも

り、潤 い、優 しさ、和 み、癒 し、安 らぎといった居住性に最 も重 要 な感性性能が

等閑視され、真の豊かさを実感できるものとは程遠いものになってしまった。  
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当時は高度成長期であったにも拘 らず、若者の自殺が急激に増えていた。こ

の原因について直木賞作家の五木寛之氏は「若者が水を使わない乾式工法

の家に住むことによって、心まで乾いてしまった結果だ」と論評していたのが思い

出される。  

 

時代は進んでＩＴ時代 となり、バブル経済に入る頃になると、既に住宅の量的

確保は十分に達成 され、質的向上が求められる時代に入 り、物 の豊かさより心

の豊かさが求められるようになり、住宅には高度の居住性が求められることになっ

た。今我々は本当の意味の生活の基盤 となる感性性能を取 り戻 さねばならない。

湿式工法の見直しである。そもそも乾式工法というのは戦後の緊急復興建築の

落とし子だったのである。  

「住宅建設 5 ヵ年計画」から「住生活基本法」へ  

当時の建設省は昭和 41 年から「住宅建設 5 ヵ年計画 」を第 8 次まで 40 年

間に亘って続けてきた。実はこれの第 2 次の半ばの昭和 48 年には既に住宅数

が世帯数を上回るという成果を上げていたにも拘 らず、量的充実の施策が延々

と続けられてきたのである。  

ようやく平成 18 年 6 月に遅まきながら「住生活基本法 」が制定公布され、平

成 18 年 9 月には住生活基本計画 （全国計画 ）が策定され、住宅政策の根本

的な転換が図られることになった。この施策の特長として、全国一律ではなく、住

生活の地方性を重視するという観点から全国計画を追いかけて住生活基本計

画 （都道府県版 ）を策定するということになり、今日 までに各都道府県で準備を

終えている。  

この要旨は「住宅を作っては壊す」という社会から建物の長寿命化により、「良

好 なストックを形成 し、世代 を超えて長 く大切 に使 う」社 会への転換 と、低 所得

者や高齢者 、子育て世帯などに対し安定 した住宅を確保し、持続可能な社会

の形成を目指そうというものである。そして中古住宅市場の整備育成により住生

活の合理化を図 ると共に、さらに量から質への具体策 として、安全 、安心 、美 し

さ、豊かさを実感できる良好な居住環境の実現を大きく掲げた。ここに要求 され
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る住宅の性能としては健康性能はもとより 200 年住宅 （長期優良住宅 ）に代表

される耐久性 と易交換性 、地球温暖化防止を中心 とする環境性能の重視 、さ

らに特徴的なものとして感性性能の重視がある。  

住宅内装の変遷  

わが国の伝統的な内装は、竹で編んで作ったこまい壁の荒土塗 りの上をしっ

くいで仕上げるものが普通であった。それが昭和 30 年代以降、木ずり下地の上

にドロマイトプラスターを塗 るものから、下地にせっこうボードを用いこれにせっこう

プラスターを塗 りつけてそのままで仕上げとする工法が行われるようになった。その

後その上を繊維壁で仕上げる工法が開発 され、これが一時 （1 0 年間程 ）大流

行となったが、これもあだ花のように消え、せっこうプラスターの上にクロス張 りが行

われるようになった。しかし、これも長続 きせず、間 もなくせっこうプラスターを省い

て、せっこうボードの上に直接 クロスを張 るようになり、今ではこれが標準になって

しまった。このクロスの中の代表的なビニルクロスに含まれる可塑剤や、クロス張 り

に用いる接着剤の防腐剤 として用いられるホルムアルデヒド等の有機化学物質

によるシックハウス症候群の発症が大きな社会問題になった。  

室内空気質による健康障害  

居住者の健康障害を引き起こす室内空気質の問題としては、古 くから認識さ

れていたものに、壁に結露を生 じたり、カビ・ダニの発生を促進する湿度の問題

があった。高温高湿の環境はカビ・ダニの増殖を促す。これらに最適の条件は温

度 28℃、相対湿度 90％周辺といわれており、低温 ・乾燥環境ではカビ・ダニの

発生は抑制される。カビ・ダニの発生もなく居住者の生活にとって最適な条件は

相対湿度 40～70％とされている。  

カビはダニの餌 となり、ダニの増殖を盛んにする。このダニがアレルギー症状を

を引き起 こし、小児ぜんそくなどを発症 させることは周知のことであった。このほか

に戦後の合成樹脂系材料による塗料や接着剤 をはじめ新建材 と呼ばれるプラ

スチック建材の普及によるシックハウス症候群と呼ばれる健康障害が見られるよう

になった。  
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建築基準法の改正  

居室内の化学物質の放散に対する衛生上の措置として、平成 14 年 7 月 12

日に建築基準法が改正され、居室について以下の規制を設け、平成 15 年 7

月 1 日に施行された。  

規制対象 となった化学物質はクロルピリホスとホルムアルデヒドであり、クロルピ

リホスが使用禁止 、ホルムアルデヒドは後述のように面積制限を受けることになっ

た。  

ホルムアルデヒド不放散材料  

①  建築基準法の内装仕上げの制限  

ホルムアルデヒドの放散速度が 0 .12mg／㎡ｈ以上のものは居室の内装の

仕上げには使用禁止 とする。ホルムアルデヒドの放散速度が 0 .005mg／

㎡ｈ以下のものは（Ｆ☆☆☆☆）と表 示 し、これは無制限に使用 できる。放

散速度が 0 .005～0.02  mg／㎡ｈのもの（F☆☆☆）は通常換気で床面積

の 2 倍以内 、0 .02～0.12  mg／㎡ｈのもの（F☆☆）は 0.3 倍までという面

積制限を受けることになった。  

②  JIS の改正  

建築基準法の改正を受けて、平成 15 年 3 月に JISA6909（建築用仕上

塗材 ）が改正 され、「内装用の仕上塗材にはユリア樹脂 、メラミン樹脂 、フ

ェノール樹脂 、レゾルシノール樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤のいず

れをも使用してはならない」とされ、これにホルムアルデヒド放散区分の記号

（Ｆ☆☆☆☆）を表示することになった。  

③  自主表示登録制度  

建築基準法や JIS に基づいて F☆☆☆☆の表示が義務づけられていない

製品を対象 として、日本建築仕上材工業会や日本塗料工業会でホルム

アルデヒド放散等級自主表示制度を発足させ、審査の上 F☆☆☆☆表示

登録 を行い、ホームページに公開 している。このように内装仕上げには事

実上 F☆☆☆☆表示品以外は使えないこととなった。  
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珪藻土塗り壁材の登場  

平成年代に入るとそれまで内装に常用されるようになっていたビニルクロ

スなどに起因するシックハウス症候群の発症が多発するようになったので、

このシックハウス対策 用の塗 り壁 材が使用 されるようになった。それが、珪

藻土塗 り壁材である。  

珪藻土塗 り壁材は調湿性が高いのが特長である。調湿性とは、高湿度条

件では水蒸気を吸収し、乾燥条件になれば水蒸気を放出する性質 、すな

わち吸放湿性である。  

 この調湿性の高い材料をつくる混和材 は実は珪藻土だけではない。珪

藻土以外には、ゼオライト、シラスなどが代表的なものであるが、その他にも

セピオライト、プライオゾーア（苔虫化石 ）、木炭 、竹炭 、麦飯石などが同様

の目的に使用される。  

 シックハウス症候群対策材料としての珪藻土塗 り壁材類の種類も数量も

増加し、平成 7 年頃には既に 20 社 50 品目と乱立気味となったが、その

性能表示については各社マチマチで、試験方法についても統一 したもの

がなかったので、評価方法の統一 、標準化が強 く求められるに至った。  

NSK 規格制定  

日本建築仕上材工業会 （NSK）では平成 11 年 11 月に技術委員会の

27 社が協力して、日本建築仕上材工業会規格 NSKS-010「無機質系

調湿性仕上塗材 （内装用 ）」を制定した。  

J IS 規格制定  

これを受けて、2003 年 （平成 15 年 ）の JISA6909（建築用仕上塗材 ）の

改正に際 し、吸放湿性試験を新たに規定 し、吸放湿性の値が 70ｇ／㎡

以上のものを調湿形内装仕上塗材と呼ぶことになった。  

 珪藻土塗 り壁材類の特性のうち最 も重要なものが調湿性であるところか

ら、吸放湿性をこの種の材料の代用特性 として採用し、規格化したもので

ある。  

 これにより珪藻土塗 り壁材類については、「調湿形内装仕上塗材 」と呼

ぶことになった。  
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調湿形内装仕上塗材の性能  

これからの内装仕上塗材には、JISA6909 （建 築 用仕上塗材 ）に規定

されているような仕 上塗材 としての基本的 な物性や耐久性 ・防 火 性等 を

含めた安全性能のほかに、健康性能 、環境性能 、感性性能 （新 3K ）が

求められるが、調湿形内装仕上塗材には特に健康性能 と環境性能に特

長がある。  

 

調湿形内装仕上塗材の健康性能  

調湿性  

調湿形内装仕上塗材はその吸放湿性により室内の湿度が高い時には

吸湿 し、室 内の湿度 が低い時には放湿 して、室内の湿度 を生活上の最

適な室内環境とされる相対湿度 40～70％にコントロールしようとする性質

がある。  

結露防止  

調湿形内装仕上塗材の塗 り壁の室内は相対湿度 40～70％に保たれ

るので結露を生じない。  

断熱性  

調湿形内装仕上塗材の塗 り壁の室内は常に乾燥状態に保たれるので、

多孔質壁体内の空隙の効果により断熱性 、保温性が高い。  

カビ防止  

カビの発生には相対湿度 90％以上、温度 28℃が最適条件であるが、

調湿形内装仕上塗材の塗 り壁は室内の相対湿度を 40～70％に保つの

でカビは発生しにくい。カビが原因の MVOC（微生物由来の化学物質 ）の

有害性が指摘 されている現在 、機密性が高 くなっている今の住宅では特

に重視される性能である。  

ダニ防止  

ダニの食料となるカビが発生しないのでダニが発生しにくい。  

殺菌  

1）  吸放湿性の高い材料は、その放湿時にレナード効果によりマイナスイ
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オンが発生する。このマイナスイオンが空気中の有害ガスを中和 し、室

内空気を浄化し、殺菌効果を発揮する。（資料 1）  

2）  消石灰には殺菌効果があるので、消石灰を混合した調湿形内装仕上

塗材の塗 り壁には殺菌効果があり、室内に侵入した細菌を殺し、伝染

病などを予防する。  

消臭  

吸放湿性の高い調湿形内装仕上塗材の塗 り壁は、その微細構造に

よるガス吸着性 と、マイナスイオンによる有 害ガス中和機能により消 臭

効果を発揮する。  

シックハウス症候群防止（予防）  

マイナスイオンは空気中の有害ガスを中和するので、シックハウス症候

群やアトピー、小児ぜんそく等のアレルギーの発症を防止する。  

シックハウス症候群治療  

マイナスイオンは人の気道や皮膚から体内に吸収され、体内に余剰

に蓄積された悪玉活性酸素を中和し、これを無害化する。このためシッ

クハウス症候群やアレルギー症の症状改善に効果がある。  

快適空間をつくる  

調湿形内装仕上塗材による塗 り壁 は清涼感 、爽 快感のある快 適空

間をつくり、心身 をリラックスさせ、ストレスを解消する。これにより癒 しスポ

ット効果 、さらにはパワースポット効果が期待される。  

調湿形内装仕上塗材の部屋はパワースポット  

筆者の体験を紹介しよう。ある建材 メーカーのショールームであったが、

同形の小部屋を並べてつくり、一方に調湿形内装仕上塗材を塗 り、他

方は標準的なビニルクロス張 りとしてあった。クロス張 りの部屋から、調湿

形内装仕上塗材の部屋に移動したとき、その臭気 、雰囲気 、さらにはそ

の“気 ”の差は歴然 としており、塗 り壁の部屋が気持ちよく感 じられ、思わ

ず深呼吸をしたくなったことを覚えている。それはまさに癒しスポットいや今

はやりのパワースポットに値するものであることが実感 されるものであった。

このように調湿形内装仕上塗材の塗 り壁は、品格 、風格 、暖かさ、ぬくも
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り、潤 いなど人の感性に訴え、人の心に安 らぎや豊かさを感 じさせるもの

であり、ストレスを解消 し、癒 し効果のみならず人を元気にさせるパワーが

ある。まさにこれはパワースポットである。（資料 2）  

「一家に一部屋パワースポットを」と呼びかけたい。  

 

 

調湿形内装仕上塗材の環境性能  

環境汚染防止  

調湿形内装仕上塗材は全 くあるいは殆ど VOC 等の有機化合物を含

有しないので、室内外の環境を汚染することがない。  

またホルムアルデヒドその他の VOC を排出する家具 ・インテリア等が室内

に持ち込まれた場合にも、この VOC を吸着して室内空気を清浄に保つと

いう効果を発揮する。  

CO 2 排出削減効果  

     1）材料製造時のエネルギー消費は少ない  

調湿形内装仕上塗材の製造工程は概ね単純な混合操作である

から、省エネルギー的であり、材料製造時の CO 2 排出量は著しく少

ない。  

2）  無機質結合材には CO 2 吸収能がある  

消石灰 、ドロマイトプラスターは原石の焼成時に排出した CO 2 と同量

の CO 2 を一定期間かけて吸収する。セメントも水和時に生成する

Ca（OH） 2 が CO 2 を吸収するが、その吸収率は最終的にはセメント

クリンカー焼成時に石灰石から排出 した CO 2 と同量である。  

 したがってしっくい塗 り壁やセメント系仕上塗材は森林 と同様にカ

ーボンニュートラル材として評価されてしかるべきものである。  

（資料 3）  

省エネ効果  

夏季など室内の湿度は高 くなるが、調湿形内装仕上塗材の吸放湿効

果により相対湿度が下がる。これに関してはミスナール氏の研究があり、こ
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れによれば相対湿度 80％、30℃の室内で、湿度が 70％に下がれば体

感温度は約 1℃下がり、60％に下がれば約 2℃下がる。  

因みにクーラーの設 定 温 度 を 1℃上 げることができれば消 費 電 力 は

10％削減でき、2℃上げることができれば 20％削減できる。（資料 4）  

これからの内装工事  

わが国は 5 ,000 万戸を超える住宅の過半がこれから改修の時期に入ろう

としており、近年の新築需要の低迷もあって、建築工事 としては改修工事が

主流 となる。  

内装の改修はクロス壁 の改修 ということになるが、クロスを剥 がして行 う改

修は、剥がしたクロスが有害物処理 を含めて処理に困 る産業廃棄物 となる

ため、改修に際 してはクロスは剥がさずにその上に塗装 を行 おうということに

なる。  

 

クロスの塗装改修  

既存クロスの表面はタバコのヤニや生活による汚染 、傷 、割れなどにより劣

化 しているが、これらは普通の内装塗料の塗装によって隠蔽 修復することが

でき、クロスから揮散する有害化学物質を封 じ込めることもできる。さらに種々

の機能性塗料を用いることによって各種の新機能を付与することもできる。  

調湿形内装仕上塗材によるクロス塗装  

既存クロスの改修塗装に JISA6909 の調湿形内装仕上塗材を利用する

ことによって、先に述べたような健康性能 、環境性能の著 しい改善を図ること

ができる。  

調湿形内装仕上塗材は元来は左官材料 としてこて塗 り用に開発 された

もので、メーカーは JIS 規定の 70ｇ／㎡の吸放湿量を確保するために必要

な塗 り厚 を指定 している。塗 り厚が厚い程吸放湿量は大 きくなるので、施工

に際 してはメーカー指 定 の塗 り厚 より薄 くならないように注 意 する必 要 があ

る。  

          このため塗装業者がこて塗 りでなくローラー塗 り等で施工する場合には厚

付け用ローラーを用いて塗 り厚を確保する必要がある。  
















